
肥料をめぐる情勢

令和８年６月

農産局 技術普及課



○ 肥料の「三要素」は、窒素（Ｎ）、りん酸（Ｐ）、加里（Ｋ）。

○ 「二次要素」は、カルシウム、マグネシウム等。「微量要素」は、ホウ素、マンガン等とされている。

〔三要素〕

〔二次要素〕

〔微量要素〕

１ 肥料について

各成分の働き

窒素（N) 植物（特に葉）の成長を促す。

りん酸（Ｐ） 開花結実を促す。

加里（K） 根の発育を促す。

各成分の働き

カルシウム（石灰） 植物による肥料成分の吸収を容易にする。

マグネシウム（苦土） 植物の新陳代謝を活発にする。

硫黄 葉緑素の生成に資する。

各成分の働き

ホウ素、マンガン、鉄、銅、
亜鉛、モリブデン、塩素、
ニッケル

植物の細胞膜などの形成維持やタンパク質の
生成を助けるなど植物の健全な成長に資する。

肥料の三要素の役割

窒素

りん酸
（花や実）

加里
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【主な製造工程】

複合肥料
(窒素、りん酸、加里の２成分以上を含む肥料)

化成肥料

一つの粒の中に窒素、
りん酸、加里等の肥料
成分が入った肥料

Ｎ

Ｐ Ｋ

Ｎ

Ｐ
Ｋ

Ｎ

Ｐ
Ｋ

Ｎ

Ｐ
ＫＮ

Ｐ
Ｋ

配合肥料

窒素、りん酸、加里
等の成分を含む肥料
を単に混ぜ合わせた
肥料

○ 化学肥料は、一般に化石燃料（主に天然ガス）や鉱物資源（りん鉱石、加里鉱石等）が原料として使用される。

２ 化学肥料の製造工程

天然ガス

りん鉱石
（りん酸カルシウム）

加里鉱石
（塩化加里）

アンモニア 尿素

りん安
（りん酸アンモニウム）

過石
（過りん酸石灰）

塩化加里

りん酸液

空気 炭酸
ガス

硫酸

カプロラクタ
ム、鉄鋼の生
産における副

産物

硫酸

硫安
（硫酸アン
モニウム）

２
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原料輸入量

【尿素（約26万トン）】
マレーシア（74％）、ベトナム（10％）
【りん安（約37万トン） 】
中国（72％）、モロッコ(21％)、オーストラリア
（1％）
【塩化加里（約23万トン） 】
カナダ（78％）、イスラエル(7％)、ヨルダン（４％）

輸入複合肥料
約48万㌧

注１：「原料輸入量」は、経済安全保障推進法第48条第１項の規定に基づく調査結果による（工業用仕向けのものを除く。）(令和６肥料年度）。
注２：「生産業者数」は、肥料法に基づく登録業者数による。また、その他の事業者数は、業界団体会員数（令和６年）。
注３：「生産量」及び「輸入複合肥料」は、肥料法に基づく生産数量報告及び都道府県事務報告（令和６年）による。
注４：「生産業者からの販売割合」は、数量の割合（資料：経済産業省「平成24年度中小企業支援調査 化学肥料製造における実態調査」）
注５：「農業者の購入割合」は購入した農業者数の割合（資料：農林水産省「農業資材コスト低減及び農作業の安全確保に関する意識・意向調査（平成25年）」）

生

産

業

者

生産量
約573万トン

【単肥】
約99万㌧

【複合肥料】
約96万㌧

【指定混合肥料】
約118万㌧

【有機質肥料】
約51万㌧

【石灰質肥料】
約62万㌧

など

畜産業
（家畜ふん）

下水処理施設
（下水汚泥）

国内資源の例

地場流通 （堆肥、米ぬか等）

※生産業者等からの
直接購入を含む

※一部、単位農協、卸売業者及び
小売業者等を経由するものもある堆肥、燃焼灰等 発酵汚泥等

原料調達 生 産 流 通 販 売

経
済
連

製品輸入

（496JA ）

（10社 ）

原料供給
（有機質、硫安、尿素等）

（約1,300社 ）

（約3,000社 ）

片倉コープアグリ㈱
ジェイカムアグリ㈱
サンアグロ㈱
エムシー・ファーティコム㈱

など

３ 肥料の流通構造 （商流）
時点更新します

３

注1：原料輸入量
更新（R8．6.12横
山）



中国

267 

(72 %)

モロッコ

79 (21%)

オーストラリア 

5 (1%)

ベトナム 

4(1%)
その他

 15 (5%)

全輸入量
370千トン

カナダ

123(44%)

ロシア

63(23%)

ベラルーシ

39(14%)

ウズベキスタン

19(7%)

ヨルダン

16(6%)
その他

全輸入量
277千トン

国産

14(5%)

マレーシア

157(57%)

中国

76(27%)

その他

30(11%)

全輸入量
262千トン

○ 主な化学肥料の原料である尿素、りん安（りん酸アンモニウム）、塩化加里（塩化カリウム）は、ほぼ全量を輸入。世界
的に資源が偏在しているため、輸入相手国も偏在。尿素はマレーシア、りん安は中国、塩化加里はカナダが主な輸入相手国。

〇 令和３年秋以降、中国による肥料原料の輸出検査の厳格化のほか、ロシアによるウクライナ侵略の影響により、我が国の
肥料原料の輸入が停滞したことを受け、代替国から調達する動きがみられる。

４ 化学肥料原料の輸入相手国、輸入量

尿素（Ｎ） りん安（Ｎ・Ｐ） 塩化加里（Ｋ）

Ｒ６肥料年度（令和６年７月～令和７年６月）

Ｒ２肥料年度（令和２年７月～令和３年６月）

４

資料：経済安全保障推進法第48条第１項の規定に基づく調査結果をもとに作成（工業用仕向けのものを除く。）。

注：１）「その他」には、輸入割合が１％未満の国の他、財務省関税課への非公表化処理申請に基づき貿易統計上非公表とされている国を含む。

２）全輸入量には、国産は含まれない。

国産

9 (3%)

マレーシア 195 

(74%)

ベトナム

 27 (10%)

サウジアラビア 

13 (5%)

中国

9 (3%)

韓国

 4 (2%)

その他

 8 (3%)

全輸入量
256千トン

カナダ

 178 

 (78%)

イスラエル

16(7%)

ヨルダン

 8 (4%)

ラオス

 8 (3%)

ドイツ

2 (1%)
その他

16 (7%)

全輸入量
228千トン

中国

447(90%)

アメリカ 

51(10%)

その他 

0(0%)

全輸入量
498千トン



（単位：鉱石千トン）

割合 割合
中国 110,000 44% 3,400,000 5%
モロッコ 36,000 14% 50,000,000 68%
米国 20,000 8% 1,000,000 1%
ロシア 14,000 6% 2,400,000 3%
ヨルダン 12,000 5% 820,000 1%
サウジアラビア 10,000 4% 1,000,000 1%
エジプト 5,500 2% 2,800,000 4%
ブラジル 5,000 2% 1,600,000 2%
ペルー 4,800 2% 210,000 0%
チュニジア 3,300 1% 2,500,000 3%
ベトナム 3,000 1% 30,000 0%
セネガル 2,800 1% 50,000 0%
オーストラリア 2,500 1% 800,000 1%
イスラエル 2,400 1% 60,000 0%
南アフリカ 2,200 1% 1,500,000 2%
アルジェリア 2,000 1% 2,200,000 3%
カザフスタン 1,900 1% 260,000 0%
トーゴ 1,600 1% 30,000 0%
インド 1,500 1% 31,000 0%
トルコ 1,200 0% 71,000 0%
フィンランド 980 0% 1,000,000 1%
ウズベキスタン 950 0% 100,000 0%
シリア 800 0% 250,000 0%
メキシコ 450 0% 30,000 0%
その他 770 0% 800,000 1%
世界計 250,000 100% 73,000,000 100%

国名
産出量（2025) 経済可採埋蔵量

（単位：鉱石千トン） （単位：鉱石千トン）

割合 割合
カナダ 15,000 31% 4,500,000 45%
ロシア 10,000 20% - -
中国 6,300 13% - -
ベラルーシ 6,000 12% 3,300,000 33%
ドイツ 3,000 6% - -
ラオス 2,400 5% - -
イスラエル 2,000 4% - -
ヨルダン 1,800 4% - -
チリ 600 1% - -
米国 500 1% 970,000 10%
スペイン 450 1% - -
ブラジル 300 1% 10,000 0%
その他 350 1% 1,500,000 15%
世界計 49,000 100% 10,000,000 100%

経済可採埋蔵量
国名

産出量（2025)

資料：USGS「Mineral Commodity Summaries」2026報告書をもとに作成。
注：１）経済可採埋蔵量は、現在のコスト水準、技術レベルで採掘が可能な量。

２）産出量、経済可採埋蔵量及び割合について、四捨五入の関係により、
各国の合計値と世界計の数値は一致しない。

経済可採埋蔵量から推定した可採年数
73,000百万トン÷250百万トン≒290年

経済可採埋蔵量から推定した可採年数
10,000百万トン÷49百万トン≒200年

りん鉱石の産出量及び経済可採埋蔵量 加里鉱石の産出量及び経済可採埋蔵量

○ りん鉱石は、中国、モロッコ及びエジプトの３か国で世界の経済可採埋蔵量の約８割、加里鉱石は、カナダ、ベラルーシ
の２か国で約８割を占める。

○ 経済可採埋蔵量と2025年産出量から可採年数を推定すると、りん鉱石で約290年、加里鉱石で約200年となる。

５ りん鉱石、加里鉱石の産出量及び経済可採埋蔵量

USGSが更新される
年明けにデータ更新

Ｒ8.2.17（火）
経済可採埋蔵量
に更新済：長谷川

５



６ 世界における肥料の消費量の動向

○ 世界における肥料の消費量は年による増減があるが増加傾向。

○ 我が国の肥料消費量は、世界全体の消費量の0.4％。

資料：「FAOSTAT」を基に作成
注：数値は、窒素、りん酸、加里の成分の合計 ６
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その他(37.6%)

日本(0.4%)

インドネシア(2.9%, 5位)

ブラジル(10.1%, 4位)

アメリカ(10.2%, 3位)

インド(16.1%, 2位)

中国(22.6%, 1位)

（成分百万トン）



○ 我が国の農業経営において、経営費に占める肥料費の割合は約５～17％。

資料：農林水産省「令和６年営農類型別経営統計（個人経営体）」をもとに作成

経営体当たりの経営費に占める肥料費の割合

７ 経営費に占める肥料費

７

7%, 516 
10%, 346 

14%, 1,490 

9%, 813 

6%, 872 

5%, 291 

17%, 1,205 

7,324

3,310

10,984

9,037

13,456

5,719

7,111

0

2,000
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8,000

10,000
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14,000

全体 水田作 畑作 露地野菜作 施設野菜作 果樹作 茶作

肥料費

（千円）

※各グラフの最上段の
数字は農業経営費全体



８ 化学肥料（高度化成肥料）のコスト構造

○ 我が国の化学肥料（高度化成肥料）は、製造コストの約６割を原材料費が占めている。原料の多くを輸入に頼っていること
から、肥料価格は、化学肥料原料の国際価格や運送費の影響を大きく受ける構造。

資料：経済産業省「平成24年度中小企業支援調査
化学肥料製造における実態調査」

高度化成肥料のコスト構造

原材料費

63.7%

加工費

16.1%

運送費

5.4%

包装費

4.1%

保管料

0.7%

その他販管費

10.0%
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９ 肥料原料の輸入通関価格の動向

○ 肥料原料の輸入通関価格は、2021年（令和３年）以降に上昇傾向となり、2023年（令和５年）以降は下落に転じたもの
の、直近の中東情勢などの影響も受けて再び高い水準で推移している。

9

注：財務省貿易統計における各月の輸入量と輸入額をもとに、農林水産省において作成。
  月当たりの輸入量が5,000t台以下の月は前月の価格を表記。



○ 令和３年の肥料原料の輸入の停滞や輸入価格の上昇を受け、国内資源の活用、原料の安定調達、価格急騰対策の観点から
肥料対策を構築。

肥料コスト上昇分の一部を補填する対策

資源外交をはじめとする調達国
の多角化対応

堆肥や下水など肥料成分を含有する
国内資源の利用拡大・広域流通

輸入肥料原料の備蓄（経済安全保障
推進法に基づく備蓄制度）

安
定
調
達

価
格
急
騰
対
策

国
内
資
源
活
用
等

具体的な対応肥料対策

〇 肥料価格高騰対策事業（R4予備費：788億円）
・化学肥料の使用量低減に向けた取組を行う農業者に対し、肥料コスト上昇分の
７割を支援（令和４年度秋用肥料、令和５年度春用肥料が対象）

・当初予算において肥料価格の動向を調査する事業を措置するとともに、その実
施要領において「肥料原料価格が急騰し、肥料小売価格の急騰が見込まれる場合
は、肥料価格高騰対策事業の仕組みや効果等を踏まえ、影響緩和対策を実施
する」旨を規定。

価
格
急
騰
時
の
対
応

〇 原料供給国への訪問等を通じた安定供給への働きかけ

【尿素】
マレーシアへの鈴木大臣
の訪問
（令和８年５月）

〇 肥料原料備蓄対策事業
（R4補正・R5当初・R6当初・R7当初・R8当初：162億円(基金)）

・りん安と塩化加里について年間需要量の３か月分を備蓄

下水汚泥からの
りん回収により
製造した肥料

堆肥と化学肥料
を混合した肥料

調達困難時の備蓄放出
（原料価格上昇の影響緩和）

【塩化加里】
カナダの天然資源大臣と
野村大臣（当時）の会談
（令和５年１月）

○ 国内肥料資源利用拡大対策事業
R4補正:100億円、R5補正・R6当初:56億円、R6補正・R7当初:64億円、
R7補正・R8当初:70億円

・耕畜連携の取組や国内資源利用技術の普及に向けた支援
・堆肥センタ－、ペレット工場、広域流通・保管施設等の整備
・国内外の肥料原料価格等の動向を把握する調査肥料の適正施肥

10 肥料対策の全体像

国内外の肥料原料価格等の動向把握

原料価格が急騰し、小売価格の急騰が見込ま
れる場合、影響緩和対策を実施

10

〇 みどりの食料システム戦略推進総合対策
R6当初:7億円の内数、R6補正:38億円の内数、R7当初:6億円の内数、
R7補正:40億円の内数、R8当初：6億円の内数

・土壌診断や局所施肥などによる適切な施肥体系の普及 等

平
時
の
対
応

時点更新します



② 兵庫県神戸市（下水汚泥からのリン回収）

下水汚泥から純度の高いリン「こうべ再生リン」を回収し、有機肥料
等と配合した「こうべハーベスト」を製造。

「こうべハーベスト」は、神戸市の特別栽培農作物のブランドである「こ
うべ旬菜11」にも使用。

〇こうべ再生リンを原料とした
配合肥料「こうべハーベスト」

〇下水汚泥から回収した
「こうべ再生リン」

■ 国内資源の利用促進の例

現状

輸入
（化学）
肥料原料

2030年

■ リンベースの肥料使用量

25％

40％

輸入
（化学）
肥料原料

国内肥料資源

国内肥料資源

国内肥料資源のうち、

堆肥・下水汚泥資源の

使用量を倍増

施肥
効率化

28.5万ｔ 25.1万ｔ

11（１）国内資源活用等
① 国内肥料資源の利用拡大

○ 我が国は、化学肥料原料の大半を輸入に依存。一方、国内には、家畜排せつ物由来堆肥や下水汚泥資源など肥料成分を含有
する国内資源があり、化学肥料を代替するものとして、これらの活用が期待されるところ。

○ 令和５年12月に改訂された「食料安全保障強化政策大綱（食料安定供給・農林水産業基盤強化本部）」では、2030年まで
に家畜排せつ物由来堆肥・下水汚泥資源の肥料としての使用量を倍増し、肥料の使用量（リンベース）に占める国内資源の利
用割合を40％まで拡大することを目標に掲げている。

11

① JA鹿児島県経済連における堆肥ペレット化

畜産地域から発生する家畜ふんを有効利用するため、農林水
産省の補助金を活用し、堆肥化施設・ペレット化機器を導入。

ペレット化した堆肥をもとに、JA鹿児島県経済連の肥料工場において、
地域の作目、地域需要に応じた肥料成分となる堆肥入り肥料を生産。

地域内原料による安定供給、環境に配慮した肥料生産、化学肥料
の代替にもつながり、生産コスト削減にも寄与。

→
茶に必要な肥料成
分に調整されれ堆
肥入り肥料

← 補助事業で導
入した堆肥化施設



11（１）国内資源活用等
②国内肥料資源の利用拡大等にかかる支援策

○ 肥料原料の国際価格の影響を受けづらい生産体制づくりに向け、堆肥・下水汚泥資源などの国内資源の肥料利用拡大を進め
るための対策を計上している。
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11（１）国内資源活用等
③国内肥料資源の利用拡大に向けた主な取組

〇 国内資源を活用した肥料の製造、利用を推進するため、原料供給者、肥料製造者、肥料利用者等の連携づくりの場として、これ
ら関連事業者の情報を一元的に収集し、互いに閲覧できるマッチングサイトを開設。

〇 国内肥料資源の利用拡大に向けた機運を醸成するため、関係団体、関係事業者の取組方針等の共有、広域の関係事業者間の連携
づくりのサポート、先進事例の共有等行う全国推進協議会を設立。

国内資源供給者

肥料メーカー
肥料販売者

関係者間の自主的な
マッチング活動
をサポート

肥料利用者

情報登録

情報発信

希望条件にマッチする事業者を検索

連携できそうな事業者とまずは直接相談！

自身の事業者情報を登録！１

３

２

国内肥料資源の利用拡大に向けた

全国推進協議会

原料供給から肥料製造、肥料利用まで連携した取組を各地で
創出していくことを支援する。

会員：国内肥料原料供給者、肥料製造事業者、肥料利用者、
関係団体、研究機関、地方公共団体であって、
協議会の設立趣旨に賛同する者を広く募集。

幹事会：下記団体を構成員とする幹事会を設置し、
協議会の具体の活動内容等を検討。

（一社）全国農業協同組合中央会、
全国農業協同組合連合会、
（一社）日本有機資源協会、（公社）中央畜産会、 
（一財）畜産環境整備機構、（公社）日本下水道協会、
（一社）全国肥料商連合会、 （公社）日本農業法人協会

事務局長：農林水産省 大臣官房 生産振興審議官

１Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

広域的な連携の取組のサポート

生産現場での利用拡大に向けた取組を推進

先進事例の横展開・関連情報の提供

協議会の主な役割

13

国内肥料資源
マッチングサイト
（※農林水産省HP内）



11（１）国内資源活用等
③国内肥料資源の利用拡大に向けた主な取組（国内肥料資源推進ロゴマーク）

○ 国内肥料資源の利用拡大に関する取組をさらに促進するため、全国推進協議会の会員企業が利用できるロゴマークを作成。
○ ロゴマークは会員企業が掲載する関連ウェブサイトや広報活動資料、生産・販売する国内資源由来肥料に貼付して利用す

ることが可能。
〇 ロゴマークの利用にあたってのルールが浸透してきたことや貼付対象肥料の追加等の要望が寄せられたことから、生産現

場での普及・利用拡大を図るため、令和７年12月に利用規程を改正。

国内資源
由来肥料

①国内肥料資源の利用拡大に向けた全国推進協議会の

会員（無料）であること

②国内肥料資源推進ロゴマークの利用申請を行い、許

諾を得ること

③肥料包装へロゴを貼付したり、肥料のチラシにロゴ

を掲載する場合にあっては、対象となる肥料で、必ず

国内資源が含まれる肥料であること

【●▲株式会社】は、国内肥料資源
の利用拡大に賛同しています

【●▲株式会社】は、国内肥料資源
の利用拡大に賛同しています

〇広報活動への利用
（パンフレットやHP等への掲載）

〇肥料包装（肥料袋）への貼付

国内肥料資源推進ロゴマーク

ロゴマークの利用にあたって

ロゴマークの利用の範囲

国
内
資
源
由
来
肥
料

貼付対象肥料 13種類

① 特殊肥料

② 汚泥肥料

③ 食品残さ
加工肥料

④ 有機質
肥料

⑤ 回収リン

＋ 化学肥料

⑥ 混合堆肥複合肥料

⑦ 混合汚泥複合肥料

⑧ 指定配合肥料

⑨ 指定化成肥料

➉ 特殊肥料等入り
指定混合肥料

⑪ 土壌改良資材入り         
指定混合肥料

⑫ 菌体りん酸肥料

⑬ その他（農林水産
省農産局技術普及課長
が認めたもの）

全国推進協議会への
入会案内HP

ロゴマーク利用の
申請案内HP

14

時点更新します



令和５年 ６月29日 第１回：マッチングフォーラム in東京  （東京都大田区 産業プラザPiO 小展示ホール）
 9月20日   第２回：マッチングフォーラム in九州  （熊本県上益城郡 グランメッセ熊本  展示ホールD）

令和６年 １月31日 第３回：マッチングフォーラム in東北  （宮城県仙台市 みやぎ産業交流センター本館展示棟  展示ホールC）
3月 １日 第４回：マッチングフォーラム in東海     （愛知県名古屋市 名古屋国際会議場  イベントホール）

                9月25日 第５回：マッチングフォーラム in中国四国 （広島県広島市 広島県立広島産業会館  東展示館）
  12月 ４日   第６回：マッチングフォーラム in北海道  （北海道札幌市 アクセスサッポロ  大展示場）

令和７年  1月31日 第７回：マッチングフォーラム in東京  （東京都大田区 産業プラザPiO 大展示ホール）
 9月18日 第８回：国内資源 肥料フォーラム in近畿  （大阪府大阪市 マイドームおおさか 2階C・Dホール）

  11月13日 第９回：国内資源 肥料フォーラム in北陸  （新潟県新潟市 朱鷺メッセ 2階メインホール）

11（１）国内資源活用等
③国内肥料資源の利用拡大に向けた主な取組（マッチングフォーラムの開催・表彰事業の実施）

○ 国内資源の肥料原料供給事業者、肥料製造事業者、肥料利用者、肥料販売事業者、自治体、研究機関、関係団体等が
一堂に会し、事業者間のマッチングのほか、基調講演や事例発表を行う「国内肥料資源の利用拡大に向けたマッチング
フォーラム」をこれまで計９回開催。

○ 海外からの輸入原料に依存した肥料から、堆肥や下水汚泥資源等の国内資源を活用した肥料へ積極的に転換を図る取
組や地域で効率的に資源循環を推進する取組をおこなっている肥料原料供給事業者、肥料製造事業者、肥料利用者を表
彰。

✓ 基調講演

✓ 先進事例の話題提供

✓ 関係者間の交流の場の提供

15

時点更新します

国内肥料資源利用拡大アワード国内資源肥料フォーラム

開催模様

←国内資源
肥料フォーラム
特設サイト

令和９年１月19日 in北海道（札幌コンベンションセンター）
２月 4日 in九州 （ホテルガーデンテラス佐賀）

【開催内容】

令和５年度：関東、九州、東北、東海

令和６年度：中国四国、北海道、関東

令和７年度：近畿、北陸

【募集期間】

←国内肥料資源
利用拡大
アワードサイト

令和８年６月15日（月）～８月17日（月）17時

※推薦状：７月13日（月）17時まで

①肥料原料供給事業者

②肥料製造事業者

③肥料利用者

④事業者間の連携を

支援している団体

【応募資格】

・農林水産省農産局長賞

・農林水産省畜産局長賞

・国土交通省上下水道審議官賞

・国内肥料資源の利用拡大に向けた全国推進協議会奨励賞

連名可 ／ 他団体からの推薦可

【令和８年度開催日程】

【開催実績】
【賞の種類】
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安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策として、⑴重要物資の安定的な供給の確
保、⑵基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、⑶先端的な重要技術の開発支援、⑷特許出願の非公開の４つの制度を創設。

【重要物資の安定的な供給の確保のための制度の概要】
政府は安定供給を確保すべき物資を「特定重要物資」として指定。民間事業者が策定した供給確保のための計画を所管大
臣（肥料の場合は農林水産大臣）が認定し、支援措置を実施。

・抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウ
ドプログラム、天然ガス、重要鉱物、船舶の部品、先端電子部品、人工呼吸器、無人航空機、人工衛星並び
にロケットの16物資を政令で指定（2025年12月時点）

＜特定重要物資の指定＞

（肥料の指定理由） 肥料の原料は、資源が特定の地域に偏在しており、そのほとんどの供給を輸入に依存。世界的な穀
物需要の増加や紛争の発生等の国際情勢の変化により、原料の供給途絶リスクが顕在化。

経済安全保障推進法（2022年５月成立）の概要

【目標】
2023年から、りん安・塩化加里について、保管施設の整備を進めるとともに原料備蓄水準を高め、2027年度までに、年間
需要量の３か月分相当の備蓄を目指す。

【支援内容】 （令和４年度補正予算額：16,000百万円、５年度当初予算額：100百万円、 ６年度当初予算額：26百万円、 
７年度当初予算額：26百万円、 ８年度予算概算決定：26百万円）
① りん安・塩化加里を備蓄するために必要な保管費用（保管料・保険料相当額・金利相当額）
② りん安・塩化加里を保管するために必要な保管施設の整備費用
※ 経済安全保障推進法に基づく安定供給確保支援法人として一般財団法人肥料経済研究所を指定し、 当該団体において基金を管理。

【備蓄の進捗状況】
令和６年11月までに４回の認定を行い、計12件の計画を認定。これにより、国の目標（年間需要量の３か月分）に対し、
りん安は2.4か月分の備蓄体制を構築。塩化加里は国の目標を達成し、３か月分の備蓄体制を構築。

肥料の安定供給確保に向けた施策

11（２）安定調達
① 肥料原料の備蓄

○ 2022年５月に成立した経済安全保障推進法に基づく「特定重要物資」として肥料を指定し、その安定供給に取り組む肥料
原料の輸入事業者・肥料製造事業者による肥料原料の備蓄の取組を支援。
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11（２）安定調達
② 肥料原料の安定調達に向けた外交対応

〇 肥料原料の世界的な供給国を訪問し、肥料原料の安定供給について、政府関係者等に直接働きかけ。

マレーシア（尿素）

カナダ（塩化加里）モロッコ（りん安）

令和８年５月、鈴木農林水産大臣は、マレーシアを訪問し、尿素を供給する
国営企業ペトロナス社の幹部と会談。先方から安定供給の確約を得るとともに、
さらに長期間の契約について検討を依頼。

令和４年５月、武部農林水産副
大臣（当時）は、りん安（りん酸
アンモニウム）の原料であるりん
鉱石の世界的な産出国であるモ
ロッコを訪問。

令和５年１月、野村農林水
産大臣（当時）は、ウィルキ
ンソン・カナダ天然資源大臣
に塩化加里の安定供給を要請。

令和８年５月
鈴木農林水産大臣のマレーシア訪問→

令和４年５月
武部副大臣（当時）のモロッコ訪問

17

時点更新します

令和５年１月
野村大臣（当時）と
ウィルキンソン大臣の面会



○ 肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、令和４年秋肥・令和５年春肥を対象に、化学肥料の使用量の低減に向

けた取組を行う農業者に対し、肥料費上昇分の７割を支援する新たな支援金の仕組みを措置。（令和４年度予備費：788億円）

11（３）価格急騰対策
肥料価格高騰対策
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○ 農林水産省においては、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、令和３年５
月にみどりの食料システム戦略を策定。

○ この中で、「2050年までに輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30％低減する」との目標を掲げ、有
機物の循環利用や、施肥の効率化・スマート化を推進。さらに、「2030年までに化学肥料の使用量を20％低減する」と
の中間目標を設定。

12 みどりの食料システム戦略
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当面の対応

○2030年は、化学肥料原料の調達が不安定となるほか、国際市況の変動も大きくなる中で、既存の技術をできるだけ活用して
化学肥料の節減や国内資源の活用を可能な限り進めていくという考え方で目標を設定。

○2030年までは、土壌診断による施肥の適正化など既に実施可能な施肥の効率化を進めるとともに、堆肥等の国内資源の利用
拡大などを進めることで、目標達成を目指す。

○2030年以降は、施肥のスマート化や堆肥の活用に加えて、下水など肥料成分を含有する国内資源からの高度肥料成分の回収
等の革新的技術の開発・導入の取組も加えて、2050年の意欲的な目標に向けて取組を加速していく。

2030年中間目標の設定の考え方

現状と課題

○化学肥料は、作物の収量を高めるため農業現場で多用さ
れてきた一方で、農地への有機物の投入減少による地力
の低下や、過剰施用による環境中への流出などが問題。

○また、我が国は化学肥料の主要な原料のほとんどを輸入
に依存しているが、これらの資源は特定の地域に偏在し
ていること等から、持続的な生産基盤の構築に向けて、
輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の節
減に向けた取組が必要。

○家畜排せつ物など化学肥料の代替となる国内資源につい
ては、畜産業が盛んな地域に偏在していることなどから、
必ずしも有効に活用されていないものもある状況。

○土壌診断による施肥の適正化をはじめ、作物の根圏部分
にのみ施用する局所施肥、作物の生育状況等を解析した
センシングデータに基づく追肥などにより、施肥の効率
化・スマート化を推進。

○堆肥の品質向上や広域流通できる形態への転換による利
用拡大、下水汚泥等の肥料用途への活用に向けた取組を
推進。

○令和４（2022）年度は、土壌診断に基づく適正施肥、肥
料コスト低減に資する技術の導入、家畜排せつ物等の国
内資源を活用した肥料の運搬や散布などの取組を幅広く
支援。

局所施肥技術 可変施肥技術

ドローン追肥リモセン生育診断

施肥の効率化・スマート化

ペレット堆肥

化学肥料の使用量（NPK総量・出荷ベース）

現状
2016年

2050年

90万t

63万t

施肥の
効率化

施肥の
スマート化

国内資源の
循環利用

30％
低減

2030年

72万t

20％
低減

※ 2030年 中間目標
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➢ 銘柄の集約

➢ 競争入札の結果 全農は、集中購買銘柄について、
改革前（H28）の価格に比べて
１～３割の価格引下げを実現（注）

改革前
（平成28年）

改革後
（令和5年）

約550銘柄 24銘柄→

改革前
（平成28年）

改革後
（令和５年）

メーカー 16社35工場 8社14工場

出荷数量※ 約13万トン 約7万トン

銘柄当たりの
 生産数量

約240トン 約2,900トン

※ 春用と秋用の年度合計値で全農からの聞き取り

現状：化成肥料は、上位18社で全体の約95%を製造

〇 化学肥料の生産効率を上げ、製造コストを引き下げることで肥料価格を低減する取組も重要。

○ 全農においては、平成30年の春用肥料から、複数メーカーが製造し、全国で流通する化成肥料について、
① 銘柄を集約し、
② JAが農業者から予約数量を積み上げ、
③ 競争入札にかける

ことで価格決定する新たな購買方式を導入。

〇 競争入札により、購入先となるメーカーを改革前から半分に絞り込み、銘柄当たりの生産数量を大幅に拡大してメーカー
の製造コストを引下げ。これにより、改革前（H28）に比べて１～３割の価格引下げを実現（注）。

13 肥料コスト低減に向けた取組
① 肥料の銘柄集約の推進

21
（注）比較対象は、世界的な肥料原料価格高騰に伴う小売価格高騰前のR4春肥まで。



〇 肥料コストを低減するには、農業者が良質かつ低廉な肥料を選択し、調達できる環境を整備することも重要。

○ 農林水産省においては、農業者が農業資材を調達する際の参考となるよう、平成30年以降、農業資材の店頭引取価格等の
調査を実施し、調査結果を公表。化学肥料について、令和５年３月の調査では資材販売店ごとに同一銘柄であっても約２～
４倍の価格差があった。

13 肥料コスト低減に向けた取組
② 価格の見える化

（単位：円）

※１ 農業資材販売店に調査票を郵送しアンケート調査を実施（令和５年３月）。価格については、配送料や割引を含まない店頭引取価格（税込
み）を記載。
※２ 「基肥一発肥料」及び「有機入り普通化成」、「液肥」、「鶏糞」については、成分等の特性が同一ではないため、参考として掲載。 22



13 肥料コスト低減に向けた取組
③ 肥料のコスト低減事例の周知

○ 肥料原料の国際価格の変動による影響を緩和するため、農林水産省において肥料コスト低減の事例集を作成し、HPに
おいて周知。

23
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14 プラスチック被覆肥料の被膜殻の流出防止

○ 肥料成分が徐々に溶け出す機能を持つプラスチック被覆肥料は、省力化や施肥量の低減に資することから農業生産現
場にとって有効な技術である一方、使用後の被膜殻がほ場から流出することで、海洋汚染等の要因となることが指摘さ
れている。

○ このため、2022年１月に肥料関係団体※が、2030年までにプラスチック被覆肥料に頼らない農業にすることを理想に
掲げた「取組方針（緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の海洋流出防止に向けた取組方針）」を策定し、2026年2
月には当該「取組方針」の中間進捗状況を公表している。（※ 全国農業協同組合連合会、全国複合肥料工業会、日本肥料アンモニア協会）

○ これを受け、農業生産現場においては各地で流出抑制対策や代替技術の活用等、プラスチック被膜殻の流出防止に向
けた取組が積極的に進められている。

➢ プラスチックを使用した被覆肥料

➢ プラスチックを使用した被覆肥料の仕組み

① 土壌の水分が水蒸気の形で被膜
を通して浸透

② 内部の肥料成分を溶解させ飽和
溶液を生成

③ 溶けた肥料成分が被膜を通して
徐々に溶出

➢ 緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の海洋流出防止に向けた取組方針
【ロードマップ】

25

時点更新します



（参考）肥料制度のしくみ

○ 肥料の品質を確保するため、肥料業者には製品の登録又は届出をすることが義務づけられている。また、肥料の販売に
あたっては、成分含量や原材料等の必要な情報を保証票に記載し、個別の製品に添付することが義務づけられている。

○ 肥料は特殊肥料と普通肥料に大別される。米ぬか、堆肥などの特殊肥料以外のものはすべて普通肥料に分類される。
普通肥料は、さらに登録肥料、指定混合肥料及び仮登録肥料に分かれている。

肥

料

■肥料制度の仕組み（肥料の区分）

特殊肥料【知事への届出】
 米ぬか、堆肥などの農林水産大臣が定める肥料
（農家の経験によって識別できる単純な肥料や製品価値を
その主成分のみによらない肥料）

普
通
肥
料

【公定規格の定めのある肥料】
大臣又は知事の登録により流通が可能

【指定混合肥料】
登録肥料、特殊肥料又は指定土壌改良資材

を原料として配合・造粒等がされた肥料（登
録肥料又は特殊肥料の配合は必須）

大臣又は知事への届出により流通が可能

【公定規格の定めのない肥料】
大臣の仮登録により流通が可能

■肥料制度の仕組み（制度の構成）

登録・届出制度
（事前の品質確認）

表示制度
（流通時の品質保証）

立入検査制度
（国・都道府県による定期的な品

質・表示の検査）

26



（参考）肥料の登録

○ 公定規格の定めのある肥料を生産又は輸入する場合、その銘柄ごとに農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要

がある。

調査

FAMICにおいて

・公定規格の適合性
・肥料の名称の適正性
・保証成分、材料、生産工程等

を確認

登録

FAMICからの報告に基づき
農林水産省において、登録を判
定し登録証を交付。

申請

公定規格※2の定めのある
肥料を生産・輸入する場合、
銘柄ごとに登録を申請

登録肥料の種類

【肥料の生産】
・化学的方法によって生産される普通肥料
・窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分とする普通肥料
・汚泥肥料等、銘柄ごとの主成分が著しく異なる普通肥料

・その他の普通肥料（有機質肥料、石灰質肥料など）

【肥料の輸入】
・すべての普通肥料

農林水産大臣
（書類の提出先はFAMIC※1）

都道府県知事

肥料登録の流れ（農林水産大臣の登録肥料）

※2 肥料の種類毎に、含有すべき主成分の最小量、含
有を許される有害成分の最大量等を定めたもの。

農林水産大臣
（書類の提出先はFAMIC）

申請先

※1 （独法）農林水産消費安全技術センター
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